
【表紙】
 

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成27年６月30日

【会社名】 株式会社タカキタ

【英訳名】 TAKAKITA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松本 充生

【本店の所在の場所】 三重県名張市夏見2828番地

【電話番号】 （0595）63－3111

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長　沖 篤義

【最寄りの連絡場所】 三重県名張市夏見2828番地

【電話番号】 （0595）63－3111

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長　沖 篤義

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

 

EDINET提出書類

株式会社タカキタ(E01617)

臨時報告書

1/3



１【提出理由】

　平成27年６月26日開催の当社第71回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成27年６月26日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

　　　　① 配当財産の種類

　　　　　 金銭

       ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

       　 当社普通株式１株につき金５円

　　　　　 総額57,645,575円

       ③ 効力発生日 平成27年６月29日

　　　２．その他の剰余金の処分に関する事項

　　　　① 減少する剰余金の項目とその額

　　　　　 繰越利益剰余金 250,000,000円

　　　　② 増加する剰余金の項目とその額

　　　　　 別途積立金    250,000,000円

 

第２号議案　定款一部変更の件

 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行されたことに伴い、社外取

締役が過半数を占める「監査等委員会」を有する監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款につき所要の変

更を行うものであります。

　また、取締役の責任を会社法で定める範囲で取締役会の決議によって一部免除することができる旨の規定ならび

に業務執行取締役でない取締役との間に会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額とする責任限定契約を締結

できる旨の規定を定めるものであります。

 

第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

　取締役（監査等委員であるものを除く。）として、松本充生、松田順一、沖　篤義、益満　亮、川口芳巨を選任

するものであります。

 

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　監査等委員である取締役として、西口義久、桐越昌彦、奥村隆司を選任するものであります。

 

第５号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件

　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を月額6,700千円以内と定めるものであります。

 

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

　監査等委員である取締役の報酬額を月額3,000千円以内と定めるものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 95,438 87 0 （注）１ 可決　(97.8%)

第２号議案 95,423 102 0 （注）２ 可決　(97.8%)

第３号議案      

松本　充生 95,422 103 0 （注）３ 可決　(97.8%)

松田　順一 95,422 103 0 （注）３ 可決　(97.8%)

沖　　篤義 95,424 101 0 （注）３ 可決　(97.8%)

益満　　亮 95,324 201 0 （注）３ 可決　(97.7%)

川口　芳巨 95,321 204 0 （注）３ 可決　(97.7%)

第４号議案      

西口　義久 95,418 107 0 （注）３ 可決　(97.8%)

桐越　昌彦 95,322 203 0 （注）３ 可決　(97.7%)

奥村　隆司 95,408 117 0 （注）３ 可決　(97.8%)

第５号議案 95,240 285 0 （注）１ 可決　(97.6%)

第６号議案 95,244 281 0 （注）１ 可決　(97.6%)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び

棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以　上

EDINET提出書類

株式会社タカキタ(E01617)

臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

